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１．大阪府における市町村への権限移譲の動き

市町村が、地域の実情に応じて自らの責任と判断で、住民に身近なサービスを提供できるよ
うに、市町村への権限移譲を進める。

移譲の推進に向けて、人的支援・財政措置など新たな仕組みを構築する。

第１フェーズ（平成２２年～）

■府内全市町村に特例市並の権限を移譲する。
（宅地造成工事の許可、騒音や振動の規制基準の設定など）

■国の地方分権改革推進委員会の第１次勧告の権限を移譲する。
（保育所の設置、未熟児の訪問指導など）

■河川・道路などの都市基盤施設にかかる権限を移譲する。
■これまで進めてきた大阪版地方分権推進制度によりパッケージ移譲をさらに進める。

これらの取組により、新たに約1,300条項の権限移譲をめざす。

第２フェーズ（平成２６年～）

■大阪府でなくては担えない事務を除く全ての事務を市町村に移譲する。

大阪府の全ての権限（約8,000条項）のうち、他府県での移譲実績を踏まえ半分
（約4,000条項）を超える権限の移譲をめざす。
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２．権限移譲の進め方と移譲候補事務

権限移譲実施計画の策定

■平成２１年１２月に市町村ごとに「権限移譲実施計画」を策定し、移譲時期や事務処理手法を明確化

移譲候補事務

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり・・・・土地利用規制土地利用規制土地利用規制土地利用規制

福祉福祉福祉福祉

医療医療医療医療・・・・保健保健保健保健・・・・衛生衛生衛生衛生

公害規制公害規制公害規制公害規制

教育教育教育教育

生活生活生活生活・・・・安全安全安全安全・・・・産業振興産業振興産業振興産業振興

事務数 特例市の権限 第１次勧告 パッケージ事 務 分 野

５１ ３０

１３ ６

２

１１

合合合合 計計計計 １０２ ３７ ７５

１８

７

条項数
（重複含む）

７９６

３２４

１０６

３０２

２４

３７３

１，９２５

１

３２

８

２

８

１８

７

１７

３

４

３４

１０

計画期間

■平成２２年度から平成２４年度までの３年間
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３．市町村への財政支援

権限移譲計画策定に係る支援（平成２１年度）

■平成２１年度に実効性のある「権限移譲計画」を策定し、平成２２年度以降、府から大幅な権
限移譲を受ける市町村（政令市除く）を対象

■移譲権限の数、事務の難易度、専門職の要否などを勘案して配分

■総額２億円計上⇒市町村振興補助金（分権推進分）で支援

権限移譲推進特別交付金（平成２２年度～２４年度）

事務費交付金（移譲年度～）

■移譲事務にかかる各市町村の年間処理件数に応じた金額を交付

■上記に加え、固定経費分として１事務あたり６時間分の人件費を交付

（大阪版地方分権推進制度に基づき移譲された事務に限る）

■市町村の組織体制強化や人材の育成、広域的な事務処理体制の構築などに支援（政令市除く）

■１団体あたり３カ年で上限１億円を支援

○交付の考え方
①受入事務数、難易度、受入時期、事務処理体制の強化や広域的な連携などの取り組み
②先進的な取り組みに特に配慮するなど、重点化の推進
【対象事業例】・電算システム構築改修、外部委託化等の業務改革

・府への職員派遣研修
・事務処理ネットワーク化、共同事務センター整備 など

○交付の考え方
①受入事務数、難易度、受入時期、事務処理体制の強化や広域的な連携などの取り組み
②先進的な取り組みに特に配慮するなど、重点化の推進
【対象事業例】・電算システム構築改修、外部委託化等の業務改革

・府への職員派遣研修
・事務処理ネットワーク化、共同事務センター整備 など

初期的経費交付金（初年度のみ）

■移譲準備等に必要な経費について、事務ごとに定められた金額を交付

『移譲事務交付金』
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４．市町村への人的支援

現行制度の改善

■職員派遣期間等の弾力化
■市町村職員と府職員の人事交流
■市町村サポートチーム（仮称）による支援
■再任用職員を活用した支援
■府職員の市町村への身分移管 市町村人材サポートセンター（仮称）の設置

■市町村への人的支援を総合的にコーディネート
■市町村への身分移管における人材マッチング

市市市市

町町町町

村村村村
府職員

（ＯＢ職員含む）

サポートセンターサポートセンターサポートセンターサポートセンター
（（（（市町村課市町村課市町村課市町村課））））

担当部局

人 事 課

連携

調整

調整

調整職員派遣等

身分移管

要 請
（職員派遣・人事交流・身分移管など）

大阪府大阪府大阪府大阪府

【サポートセンターイメージ図】
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○○○○検討事項検討事項検討事項検討事項

・大阪版地方分権改革「権限移譲実施計画（案）」として提案された事務における
広域連携のあり方について

・上記以外の既市町事務にかかる広域連携のあり方について
・広域連携を行う場合のスケジュール及び具体的手法について

○○○○方向性方向性方向性方向性のののの確認確認確認確認

・平成２１年１２月１２日（土）に検討事項をとりまとめ、首長会談を実施
・権限移譲の受け皿組織として共同処理センターの設置を確認

○○○○共同処理共同処理共同処理共同処理センターセンターセンターセンターのののの運営手法運営手法運営手法運営手法などをなどをなどをなどを検討検討検討検討

・運営手法や身分取扱い、精算方法などについて

５．２市２町における広域連携推進の経緯

国及び府が地方分権改革を進めるなかで、基礎的自治体である市町の役割が大きくなっている。

一方、各市町では厳しい財政状況を抱え行財政改革を断行している。

２２２２市市市市２２２２町町町町によるによるによるによる広域連携広域連携広域連携広域連携のののの推進を確認（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月３３３３日首長会談日首長会談日首長会談日首長会談））））２２２２市市市市２２２２町町町町によるによるによるによる広域連携広域連携広域連携広域連携のののの推進を確認（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月３３３３日首長会談日首長会談日首長会談日首長会談））））

２２２２市市市市２２２２町町町町によるによるによるによる広域連携研究会のののの発足発足発足発足（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月３０３０３０３０日第日第日第日第１１１１回開催回開催回開催回開催））））２２２２市市市市２２２２町町町町によるによるによるによる広域連携研究会のののの発足発足発足発足（（（（平成平成平成平成２１２１２１２１年年年年７７７７月月月月３０３０３０３０日第日第日第日第１１１１回開催回開催回開催回開催））））

こ
れ
ま
で
に
28
回
開
催

府からの権限移譲の受け皿となり、真の地方分権の担い手となるためには２市２
町による広域連携を進め、効率的な行財政運営を図る必要がある。
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共同処理センター方式により移譲

を受ける

介護保険関係事務介護保険関係事務

６．広域連携研究会における事務仕分けの方針

１１１１．．．．大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革としてとしてとしてとして提案提案提案提案されたされたされたされた事務事務事務事務１１１１．．．．大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革大阪版地方分権改革としてとしてとしてとして提案提案提案提案されたされたされたされた事務事務事務事務

２２２２．．．．上記以外上記以外上記以外上記以外のののの既市町事務既市町事務既市町事務既市町事務２２２２．．．．上記以外上記以外上記以外上記以外のののの既市町事務既市町事務既市町事務既市町事務

平成２４年度からの次期介護保険計画に合わせ、計画の策
定・システム・認定業務などの共同化に向けて検討する。

障害者自立支援法改正の動向を注視しながら、準備会的な
ものを立ち上げ共同して制度構築を進める。

２市２町で一定の基準を定めたうえで、平成２４年度以降
に相談・苦情業務も含めた共同化を検討する。

移譲を受けない

市町単独で移譲を受ける

・国、府の事務分担が明確でないもの
・事務の集約ができず処理が困難なもの など

・国、府の事務分担が明確でないもの
・事務の集約ができず処理が困難なもの など

・市町として迅速又は固有の対応が必要なもの
・他部局と連携が必要なもの など

・市町として迅速又は固有の対応が必要なもの
・他部局と連携が必要なもの など

＊＊＊＊

＊＊＊＊８ページ参照

障害福祉関係事務障害福祉関係事務

建築確認関係事務建築確認関係事務

上記事務に関連する既市町事務のなかで、連携が可能なものについて検討を行った。

移譲候補事務
（以下の項目は除く）

移譲候補事務
（以下の項目は除く）
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７．権限移譲項目の受け入れ方針と移譲年度

まちづくり・土地利用規制 (38)

福祉 (13)

医療・保健・衛生 (2)

公害規制 (13)

生活・安全・産業振興 (10)

箕面市単独で
移譲を受ける
事務

分担処理で移譲を受ける事務

池田市分担 箕面市分担

集中処理で
移譲を受ける
事務

移譲を受けない
事務

受け入れ方針

事務分野(項目数)

１１ ２６ １

４ ８ １

２

５ ７ １

４ ５

合 計 (76) ３３ ９ ８２０

１

６

７０

１９

５１

合計

８９３３２０合計

８

集中処理

７

２６

池田市分担

８１７平成２３年 １月

１

箕面市分担

３平成２３年１０月

市町単独移譲年月

受け入れ方針（箕面市）

移譲年度
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住

民

等

共同処理センター（共同設置した課の総称）

大 阪 府

池田市 箕面市 豊能町 能勢町

①申請・届出①申請・届出

課長

職員

②許可・認可②許可・認可

特例条例による
事務権限の移譲

集中処理
（池田・府市合同庁舎内で処理）

分担処理（幹事市の職員が幹事市の庁舎で処理）

８．共同処理センターの組織イメージ

※一部箕面市分を除く

７０事務

課長

職員

課長

職員

課長

職員

課長

職員

※地方自治法改正（内部組織の共同設置）により設置

（幹事：箕面市） （幹事：箕面市） （幹事：池田市）（幹事：池田市）

広域商工観光課
広域公園課

（幹事：箕面市）

福祉部門
（児童福祉除く）

↓

まちづくり
土地利用規制

↓

児童福祉部門
↓

公害部門
↓

生活安全部門
産業振興部門

↓
広域福祉課 広域まちづくり課

広域空港・総務課

広域子ども支援課
広域幼児育成課
広域子育て応援担当
広域人権国際課

広域環境を
まもる課
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能勢町 ■ 課豊能町 □ 課池田市 ● 課箕面市 ○ 課

町長町長市長

市長

箕面市・池田市・豊能町・能勢町 広域××課

幹事市の身分取扱い

（指揮監督）

（指揮監督） （指揮監督）（指揮監督）

（経費負担）

（箕面市職員）

各首長の協議の上、候補者の選定

幹事市長が選任発令

幹事市幹事市幹事市幹事市

９．分担処理のイメージ（箕面市分担）
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能勢町 ■ 課豊能町 □ 課池田市 ● 課箕面市 ○ 課

町長町長市長

市長

箕面市・池田市・豊能町・能勢町 広域福祉課

幹事市の身分取扱い

（指揮監督）

（指揮監督） （指揮監督）（指揮監督）

（経費負担）

（箕面市職員）

各首長の協議の上、候補者の選定

幹事市長が選任発令

（池田市職員）（豊能町職員）（能勢町職員）

幹事市幹事市幹事市幹事市

１０．集中処理のイメージ
身分取扱いに関し、箕面市の関係規定を適用
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１１．共同処理センターの組織体制

２市２町の首長協議により候補者を選定し、幹事市長が選任・発令選任・発令

箕面市
●まちづくり・公害規制部門・・・池田市

●児童福祉・生活安全部門・・・・箕面市
幹事市

２市２町で広域福祉課を共同設置

（※事務分掌条例施行規則改正要）

●正規職員５名と特別職非常勤職員３名を配置

●幹事市の箕面市は課長級を選任

●まちづくり部門 ２名増員

●公害規制部門 ２名増員

●児童福祉部門 １名増員

人員体制

豊能府民センター内幹事市の既存課執務場所

２市２町に広域○○課を共同設置

（※事務分掌条例施行規則改正要）

【池田分担処理の担当課】

環境をまもる課、まちづくり課、

空港・総務課

【箕面分担処理の担当課】

商工観光課、幼児育成課、子ども支援課、

子育て応援担当、人権国際課、公園課

組織

集中処理

（福祉部門）

分担処理

（まちづくり・公害規制・児童福祉・生活安全部門）
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１２．共同処理センターの身分取扱い・予算など

２市２町の首長協議により候補者を選定し、幹事市長が選任・発令（分担処理は協議を省略）選任・発令

●幹事市の福利厚生団体に入会

●市町村職員共済組合の資格は幹事市に変更
福利厚生

●幹事市以外の市町は、関連する事務を所管する次長以上で対応

●幹事市の常任委員会のみ出席(幹事市以外の市町は出席不要）議会対応

幹事市の規定を適用

(幹事市以外の職員の場合は、幹事市から支給後、相
当額を幹事市以外の市町に請求)

幹事市の規定・基準を適用

(幹事市以外の市町に事前報告)

幹事市の規定を適用

●幹事市の規定を適用

●年収補償を基本とし、同等役職での直近上

位に格付け

退職手当

（死亡）

分限・懲戒

公務災害

昇給

旅費・手当

給料

幹事市の職員とみなす（選任された段階で自動的に幹事市の規定が適用）身分取扱い

幹事市(権限移譲事務担当課)の一般会計予算に計上

※ただし、運営経費に係る負担金は企画担当課で計上
歳出予算

手数料や移譲事務交付金は、各市町(幹事市：権限移譲事務担当課 幹事市以外：権限移譲事務関係課など)の一
般会計予算に計上 ※ただし、権限移譲推進特別交付金は企画担当課で計上

歳入予算

幹事市の規定を適用

(幹事市の職員のみを選任)

集中処理

（福祉部門）

分担処理

（まちづくり・公害規制・児童福祉・生活安全部門）
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１３．運営経費の負担について

3060▲70▲20
運営経費と負担すべき額の差

（④－①）

④

③

②

①

箕面へ20

池田へ10
池田へ60

豊能から60

能勢から10
能勢から20精算

300306090120
歳入と不足分の負担額の

合計（②＋③）

200
200×10/100

＝ 20
200×20/100

＝ 40
200×30/100

＝ 60
200×40/100

＝80
不足分の負担額

10010203040
【歳入】

移譲事務交付金・手数料

30000160140
【運営にかかった経費】

人件費・事業費

合計能勢町豊能町池田市箕面市

■権限移譲事務交付金・手数料による歳入はすべて共同処理センターの運営費に充当

■過不足分は歳入額の割合に応じて２市２町で精算

※この割合に応じて不足分を負担し合う

基本ルール

負担する経費

経費負担のイメージ

■人件費

給与（退職手当を除く）、共済費

※分担処理の場合は「処理時間×人件費単価」で、集中処理の場合は「職員の実給与」で算出

■事務費

旅費、消耗品費、通信運搬費、賃借料、光熱水費（集中処理のみ）等
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１４．運営経費の精算

■年度末で処理件数が確定したうえで出納整理期間中に精算

精算時期

精算スケジュール

■当該年度の処理実績及び今後の見込み件数を精査のうえ３月補正で予算要求

４４４４月月月月 1111月月月月 ３３３３月月月月 ３３３３月末月末月末月末 ５５５５月末月末月末月末

補
正
予
算
を
市
町
議
会
へ
提
案

負
担
金
精
算

負
担
金
精
算

府
交
付
額
確
定

府
交
付
額
確
定

事務処理

当
該
年
度
の
移
譲
事
務
ス
タ
ー
ト

当
該
年
度
の
移
譲
事
務
ス
タ
ー
ト

処
理
件
数
等
の
把
握

処
理
件
数
等
の
把
握

３３３３月月月月

当
初
予
算
を
市
町
議
会
へ
提
案

※
次
年
度
に
係
る
負
担
金

※
当
初
予
算
に
対
し
て
負
担
金
の
増
減
が
あ
る
場
合

府
交
付
金
申
請
（
事
務
処
理
件
数
確
定
）

府
交
付
金
申
請
（
事
務
処
理
件
数
確
定
）
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議決

H21H21H21H21年年年年11112222月月月月 H2H2H2H23333年年年年1111月月月月 ４４４４月月月月

共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
方
式
決
定
（
首
長
会
談
）

共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
方
式
決
定
（
首
長
会
談
）

共
同
処
理
に
よ
る
事
務
処
理
の
開
始
（
分
担
処
理
）

共
同
処
理
に
よ
る
事
務
処
理
の
開
始
（
分
担
処
理
）

大
阪
府
届
出

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
の
オ
ー
プ
ン

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
の
オ
ー
プ
ン

準備期間

１５．共同処理センターの設置スケジュール

・権限移譲計画を府に提出
・事務手続きの検討
・協定書の内容の検討
・必要な予算、人員の試算
・大阪府との権限移譲にかかる
交渉、手続き

・協定書の締結
・予算案の提出
・条例等の改正

共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン
に
向
け
た
準
備
室
設
置
（
集
中
処
理
）

共
同
処
理
セ
ン
タ
ー
オ
ー
プ
ン
に
向
け
た
準
備
室
設
置
（
集
中
処
理
）

10101010月月月月H2H2H2H22222年年年年12121212月月月月

補
正
予
算
を
市
町
議
会
へ
提
案
（
平
成
22
年
度
移
譲
分
）

６６６６月月月月 9999月月月月

規
約
を
市
町
議
会
へ
提
案

協
定
書
締
結

補
正
予
算
を
市
町
議
会
へ
提
案
（
平
成
23
年
度
移
譲
分
）
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〔参考〕 地方自治法の改正等について
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〔参考〕地方自治法の改正（機関の共同設置）について

現行制度で十分に汲み上げられていないニーズ

設立手続きや構成団体間の調整に労力を要することや共同管理になることに対する不安
などから、一部事務組合や広域連合を新たに形成し、積極的に活用しようとする状況に
はなっていない。

任意組織や民事上の委託契約はサービスの安定性に課題があり、責任の所在や職員の身
分取扱いに関し不明確な点が生じる。

事務の委託については、委託団体、受託団体双方の住民・首長・議会から、権限の喪
失・付与に対する不安などから、新たな事務委託の導入に慎重な意見が少なくない。

新たな仕組みに必要な要素

仕組みができるだけ簡便であること。
各構成団体の主体性が維持されること。（首長・議会の権限が移動しない）
責任の帰属が不明確でなく、職員の身分取扱いが安定していること。

機関等の共同設置制度の対象を内部組織、行政機関、事務局に拡大
（平成23年4月28日成立・5月2日公布・8月1日施行）

機関等の共同設置制度の対象を内部組織、行政機関、事務局に拡大
（平成23年4月28日成立・5月2日公布・8月1日施行）

■地方自治法第２５２条の７（機関等の共同設置）一部抜粋

第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八の四第一項に規定する委員会若し
くは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部
組織、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織（次項及び第二百五十二条の
十三において「事務局等」という。）、普通地方公共団体の長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員又は第百七十四
条第一項に規定する専門委員を置くことができる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。

※地方公共団体における事務の共同処理の改革に関する研究会報告書抜粋


